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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２１年１１月１９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２１年２月７日 ０７時１０分ごろ 

発生場所 秋田県にかほ市金浦漁港北北西方沖 金浦港灯台から真方位３３６°９.６

海里付近 

（概位 北緯３９°２４.２′ 東経１３９°４９.６′） 

事故調査の経過  平成２１年２月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 海
かい

栄
えい

丸、１９トン 

 ＡＴ２－１０３６（漁船登録番号）、個人所有 

 １６.８８ｍ(Lr)×４.３８ｍ×１.９６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４０４kＷ、昭和５２年８月１０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年９月１１日 

免許証交付日 平成１７年７月２８日 

         （平成２３年３月３０日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ３４歳 

 二級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１９年８月１７日 

免許証交付日 平成１９年８月１７日 

         （平成２４年８月１６日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、平成２１年２月７日０６時００分ごろ、船長及び甲板員Ａほか

２人が乗り組み、掛け回し沖合底びき網漁の目的で、金浦漁港を出港し、

同港北北西方沖の漁場において、当日１回目の投網を行った。 

 ０７時０５分ごろ、甲板員Ａは、船尾甲板で右舷巻き揚げウインチのド

ラム（以下「右ドラム」という。）のえい
．．

網用の索（以下「本綱」とい

う。）を、左舷巻き揚げウインチのドラム（以下「左ドラム」という。）

に移し換えるための作業を、船長及び他の乗組員は、右舷側で樽の回収作

業を、それぞれ開始した。 

 甲板員Ａは、右ドラムの本綱（以下「右本綱」という。）をストッパー

で係止し、右本綱のドラム側につないだ直径約２０mm、長さ約１０ｍの樽

綱をたるませ、右舷側を向いたまま、後ろ手に左舷方向に投げた。 
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 その後、甲板員Ａは、左舷船尾に取り付けた金属枠に樽綱を通して左ド

ラムにつなぎ、ウインチレバーを巻き込み側に操作して回転数毎分約３０

で巻き込みを開始し、他の乗組員にストッパーを外させた。 

 甲板員Ａは、左ドラムと金属枠の間に移動し、足下の樽綱の状態を確認

せず、左舷側を向き、右本綱と樽綱のつなぎ部分が外れないよう樽綱のた

るみをさばいていたところ、輪になった樽綱が右足に巻き付いてきたのに

気付き、２回ほど足を振ったが外れず、更に右足首に絡まって締付けら

れ、そのまま左ドラム側の上方に引っぱられ、０７時１０分ごろ転倒し

た。 

 船長と他の乗組員の１人は、叫び声で甲板員Ａの転倒に気付き、ほぼ同

時に左ドラムのウインチを停止した。 

 船長は直ちに操業を中止して金浦漁港に帰港し、甲板員Ａは家族の車で

漁港から近くの消防署に行き、そこから救急車で病院に搬送された。 

 甲板員Ａは、右足関節外果骨折及び右踵部挫創と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：うねり なし、波高 １ｍ以下 

 その他の事項  通常、本船の一連の投網作業は、樽に右本綱をつないで投下し、時計回

りに旋回しながら航行して、右本綱、右本綱に一端をつないだ漁網、漁網

のもう一端につないだ左ドラムの本綱の順に繰り出し、樽を投下した場所

に戻って右舷側から樽を回収し、右本綱を右ドラムに巻き込むという手順

で行われていた。 

 この手順では、常に右本綱から繰り出すことから、操業を繰り返すう

ち、次第に漁具により
．．

が入るため、操業日毎に左右の本綱が入れ替わるよ

う、その日１回目の投網時に右ドラムの本綱を左ドラムに移し換える作業

を行っており、事故当時、本船は、当日１回目の投網時であったので、最

初に左ドラムの本綱を繰り出し、最後に繰り出した右本綱の端を、左舷ド

ラムに移し換える作業を行っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 甲板員Ａは、樽綱に右足を巻き込まれて転倒

し、負傷したものと考えられる。 

 甲板員Ａは、作業中、樽綱がたるんで輪状にな

った部分の中に、右足が入っていたものと考えら

れる。 

 甲板員Ａは、作業前に足下を確認しなかったた

め、樽綱がたるんで輪状になった部分の中に、右

足が入っていることに気付かなかったものと考え

られる。 

 甲板員Ａが、樽綱を後ろ手に左舷方向に投げた

ときに樽綱にたるみが生じ、樽綱が輪状になった

部分ができていたものと考えられる。 

 甲板員Ａは、輪になった樽綱に右足を巻き付け

られたことに気付いたとき、大声を出すなどして

他の乗組員にウインチの停止を依頼していれば、
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本事故を未然に防ぐことができた可能性があると

考えられる。 

原因  本事故は、本船が金浦漁港北北西方沖の漁場において操業中、甲板員Ａ

が、甲板上で樽綱がたるんで輪状になった部分の中に、右足が入っている

ことに気付かなかったため、同綱に右足を巻き込まれたことにより、発生

したものと考えられる。 

 




